
 

協定 １２７ 

 

防災情報の外国語翻訳等に関する覚書 

 

江戸川区（以下「甲」という。）と在日本大韓民国民団東京江戸川支部（以下「乙」という。）

とは、防災情報の外国語翻訳等について、次のとおり覚書（以下「本覚書」という。）を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 本覚書は、江戸川区内で災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）又はその他必要な場合において、甲が、乙に防災情報の外国語翻訳等につい

て協力を得るために必要な事項を定める。 
（定義） 

第２条 本覚書において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）「災害」とは、災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)第２条第１号に規定する災害

が発生した場合その他同号に規定する災害に準ずるものとして区長が認めた場合をいう。 
（２）「防災行政無線」とは、災害時の地域情報及び被害情報を迅速かつ正確に地域住民等に伝

達できるよう整備された無線通信システムのことをいう。 
（協力要請） 

第３条 甲は、次の事項について必要が生じた場合は、乙に協力を要請することができる。 
（１）防災行政無線による放送を韓国語で行うこと 
（２）防災行政無線による放送の事前録音を韓国語で行うこと 
（３）防災行政無線による放送原稿の韓国語訳を行うこと 
（４）その他甲の要請により、乙が応じられること 
２ 乙は、前項の規定による要請があった場合は、可能な範囲で協力するものとする。た  だ

し、乙が被災等により協力の実施が困難と判断した場合には、この限りではない。 
（費用負担） 

第４条 甲の要請に基づく前条の業務に要した費用は、原則無償とする。 

（連絡体制） 

第５条 甲及び乙は平常時より、互いの連絡先（平常時及び緊急時）を共有するものとし、変更

があった場合は速やかに報告するものとする。 

（意見交換会） 

第６条 甲及び乙は、必要に応じ、本覚書の実施について必要な意見交換会を開催し、必要があ

れば見直しを行うものとする。 

（損害補償） 

第７条 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業

務に従事した者の損害補償に関する条例」（昭和４１年６月７日江戸川区条例第１０号）によ

るものとする。 
（有効期間） 

第８条 本覚書の有効期間は、覚書締結日から１年間とする。ただし、甲乙いずれからも覚書の

解除又は変更の申出がない場合、本覚書は更に１年間延長されるものとし、以後も同様とする。 



 

（協議） 
第９条 本覚書に定めのない事項又は条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定す

るものとする。 
 

本覚書は、２通作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和２年１２月２３日 

 

甲 東京都江戸川区中央一丁目４番１号 

 

               江戸川区長     斉 藤   猛 

 

乙 東京都江戸川区東松本二丁目１７番５号 

在日本大韓民国民団東京江戸川支部 

 

支 団 長     朴  淳 澈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


